　別表（第3条関係）
　　　大町町婦人会事業費補助金の補助対象経費及び補助金額
	事業の種類
	補助対象経費
	補助金額

	地域福祉に貢献する事業
	青少年の健全育成、家庭生活及び社会生活の刷新、高齢化社会への対応、地域社会の福祉増進等に要する経費
	　当該補助対象経費から当該補助対象経費に対する国県補助額、他団体補助額及びその他の収入を控除した額の合計額とし、限度額を250千円とする。

	各種団体との連携事業
	公共団体及び公共的団体が行う事業への協力に係る経費
	

	婦人会の運営事業
	研修会の開催、上部団体への負担金に要する経費
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